
①　調査結果表7(1)で、”常開の防火設備のある建物は、7に項目を追加”とありますが 　常開の防火設備とは、平常時は開放状態にあり、火災時にのみ閉鎖する防火戸等

　常開の防火設備とはどのような物でしょうか。 のことであり、平成28年の改正で政令指定の建築物に設置された常開の防火設備

　又、項目を追加し検査としては何を行なえば良いのでしょうか。 の報告が義務付けられました。

　詳しい説明をお願い致します。 　調査結果表7項に記載するのは”政令指定以外の建築物”※に設置された常開の防火設備

が存する場合です。（特定建築物の防火設備の項目が常閉に限定されたため）

　※政令指定以外の建築物＝特定行政庁指定の共同住宅・事務所・集会場等

追記いただく調査項目は、「防火設備の劣化及び損傷」や「作動状況」、「作動の障害

となる物品の放置状況」となります。

「提出書類の記入要領について」（P19）を別紙のとおり改訂しますのでご参照ください。

（なお「常開の防火設備」と「随時閉鎖式」防火設備と2通りの表現で記述しており

ましたので随時閉鎖式に表現を統一しました。）

回　答 書
令和４年度　定期報告制度講習会

質問 回答



　　　※点線囲み部分を追加

（別紙）

改訂案「提出書類の記入要領について」P19



①　　調査については資格者（一級建築士、他）になっております。 建築物の所有者（所有者と管理者が異なる場合は管理者）は、「定期(3年毎)に建築士

　提出（報告）者においては登録事務所との説明でした。 （一級もしくは二級）又は調査資格者にその状況を調査させて、結果を特定行政庁へ

　以前まで当法人の社員である私が提出をしておりました。 報告しなければならない。」とされており、報告を行なう者は所有者（または管理者）

　貴社様と事前協議も行ない了解を得ていましたが、今年度から事務所登録事業所のみ ですので提出に当たり特に資格は必要ありません。（建築基準法第12条第1項）

　になったのですか。 また建築士の資格を以って調査を行なう者が、他人の求めに応じ報酬を得て業として

　（追分：一級建築士取得者です） 調査等を行なう場合は、建築士事務所の登録が必要ですが、自社の建物の調査を行う

場合は不要です。（建築士法第23条）

「提出書類の記入要領について」（P5）を別紙のとおり追記しました。

回　答 書
令和４年度　定期報告制度講習会

質問 回答



（別紙）
　　　※点線囲み部分を追加

改訂案「提出書類の記入要領について」P5



①　防火扉の検査方法の中で「プッシュプルゲージ等により閉鎖力を測定する」と 防火設備定期検査業務基準（2020年改訂版）P86「閉鎖力の測定」の記述の中に、

　ありますが、その際の扉の始動位置に決まりはあるのでしょうか？ ”閉鎖時に人の頭が挟まれる危険性のある20cm～30cm手前の位置に戸先がある状態

での引張力を測定する” と示されています。

回　答 書
令和４年度　定期報告制度講習会

質問 回答



機械排煙について 佐賀県（佐賀市を含む）では建築基準法施行令第126条の2第1項に規定により設けられた

建築設備の定期検査報告のポイント資料2ページ目　1-2.特定建築設備等で、「居室に設け 機械排煙設備の定期報告を求めておりますので、同一排煙機で居室及び廊下とも排煙している

られた機械排煙設備①、②、③、⑥」とあります。 場合は廊下まで含めて検査及び風量測定記録表の報告をお願いします。

令129条の13の3第13項に想定する乗降ロビーは検査及び風量測定記録表が必要と思われ （佐賀県　建築基準法施行細則第7条第3号による）

ますが、令第126条の2第1項の居室以外は検査対象外でしょうか。 令123条第3項第2号に規定する階段室又は附室や令129条の13の3第13項に規定する

同一排煙機で居室及び廊下とも排煙している場合、居室のみの検査及び風量測定記録表 昇降路又は昇降ロビーに設けられた排煙設備の場合は報告の対象外です。

の報告でよいでしょうか。

※ ”建築設備の定期検査報告のポイント”及び”提出書類の記入要領について（建築設備）”

　における「居室」は「居室等」に読み替えをお願いします。（別紙参照）

回　答 書
令和４年度　定期報告制度講習会

質問 回答



　　　※点線囲み部分を修正

（別紙）

「建築設備の定期検査報告のポイント」



　　　※点線囲み部分を修正

（別紙）

「提出書類の記入要領について(建築設備)」


